
優先度評価フロー（伊豆大島） 

１．対象渓流の優先度に応じた分類 

各渓流における事業の実施に際しては、まず土砂災害警戒区域に含まれる人家等の保全対

象の移転を検討する。移転が困難とされる場合には、対象渓流毎に設定した優先度に基づい

て施設整備を行うものとする。 

各対象渓流については、土砂災害警戒区域に含まれる保全対象の数や重要性等を考慮して

条件を設定し、優先度に応じて 3つに分類する（対象渓流Ⅰ※、対象渓流Ⅱ、対象渓流Ⅲ）。 

※対象渓流Ⅰについては、さらに 4つに細分した（対象渓流Ⅰ-1～4） 

※避難所等の保全対象については、移転や代替等の調整を事前に行う。 

土砂災害警戒区域に含まれる避難所や人家等の保全対象については移転を検討する。移

転が困難な場合には、各対象渓流の土砂災害警戒区域に含まれる保全対象の数や重要性等

を考慮して設定した優先度に基づいて施設整備を行う。 
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土砂災害特別警戒区域（レッド）内に 
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土砂災害警戒区域（イエロー）内に 

重要施設（空港、港、発電所、避難所等）がある 
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ハード対策の対象渓流 

条件 

土砂災害特別警戒区域（レッド）内に 

人家がある 

条件 

土砂災害警戒区域（イエロー）内に 

重要施設（空港、港、発電所、避難所等）がある 

条件 

土砂災害警戒区域（イエロー）内に 

人家が5戸以上ある 

図１ 対象渓流の分類フロー



２．対策施設の段階的な整備 

施設整備事業は、設定した対象渓流の優先度に応じた分類に基づき、4段階に分けて行う。 

ただし、一周道路への影響が大きい渓流においては、優先度に依らずに仮設構造物等によ

る暫定的な整備を検討する。 

＜施設の段階的な整備＞ 

図２ 段階的な施設整備フロー

図３ 段階的な施設整備イメージ

施設配置計画で検討された恒久対策施設の整備を計画的に行うため、優先度に応じて分

類した渓流に対し、段階的な施設整備を実施する。 

≪第 2期事業≫ 

・対象渓流Ⅱにおいて、次期噴火で想定される降灰を含まない土砂量に対して概成させる。

≪第 1期事業≫ 

・対象渓流Ⅰにおいて、次期噴火で想定される降灰を含まない土砂量に対して概成させる。

≪第 3期事業≫ 

・対象渓流Ⅰにおいて、次期噴火で想定される降灰を含めた土砂量に対して概成させる。 

≪第 4期事業≫ 

・対象渓流Ⅱにおいて、次期噴火で想定される降灰を含めた土砂量に対して概成させる。

・対象渓流Ⅲの扱いを再検討 


